
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金規程第４０

条第１項第２号

に定める扶養手

当の支給月額   

賃金規程第４０

条第 1 項第２号

に定める扶養手

当の支給月額（社

員に配偶者がい

ない場合）  

賃金規程第４０

条第１項第３号

に定める扶養手

当の支給月額  

賃金規程第４０

条第１項第６号

に定める扶養手

当の支給月額  

賃金規程第４０条

第１項第７号に定

める扶養手当の支

給月額  

第一子  欠配一子  第二子以降  身しょう者の子  身しょう者の親族  

現  在  3,500 12,500 3,500 5,000 3,500 

要 求 10,000 20,000 10,000 12,000 10,000 

 

 

 

 

 

 

≪申し入れ内容≫ 
１．賃金規程第４０条第１項、第２号、第３号、第６号及び第７号に

定める扶養手当の支給月額を増額すること。なお、増額に当たっ

ては別紙の通りとすること。 

２．賃金規程第４０条第１項第１号定める扶養手当の支給月額につい

ては、１項の申し入れに基づき増額した場合でも減額しないこと。 
 

 

 

 


